
 次に、10 番、平野利和議員の質問を許します。平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 皆さん、おはようございます。創新・公明の平野利和です。世の

中が新型コロナウイルス感染症で大変苦慮しており、雲仙市も執行部をはじめ職員の皆さ

ん、また医療従事者の皆さんの御尽力に感謝申し上げたいと思います。 

 さて、質問に入らせていただきます。平成 25 年 3 月議会にて質問しておりますが、年月

も経過しており、対策も進んでいると思いますし、最近市民相談もありましたので、再度質

問させていただきます。 

 私に相談と申しますのは、成年後見制度であります。高齢化社会になり、自分がしっかり

している時はいいが、認知症や病気で意識がなくなり、自分の財産やこれから先の自分の人

生が不安になる、もちろん身内の方がおられる場合は別の話でしょうが、周りの方たちが減

っていく中での不安があるということでした。このことは他人ごとではなく、いずれ自分も

そういう立場になりかねない、別のことかもしれませんが危険家屋が増えている現状もそ

の一因ではないかと想像されます。今以上に高齢化が進んでいくと考えますので市民の皆

様にお知らせする意味も含めて質問してまいりたいと思っております。 

 まず、成年後見制度を御説明いただき、（1）成年後見制度の利用状況、（2）成年後見制度

の認定確保、（3）成年後見制度による不正行為の対策について、壇上でお尋ねし、あとの質

問、雲仙市公共施設等総合管理計画に基づく体育館の在り方とスポーツツーリズムの振興

を通じた地域活性化への取組については自席で質問いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（松尾文昭君） 金澤市長。 

◎市長（金澤秀三郎君） 平野利和議員の御質問にお答えいたします。 

 成年後見制度につきましては、認知症や知的障害、精神障害などにより、物事を判断する

能力が十分でない方を対象として、御本人の財産や権利を守る援助者を選ぶことで、御本人

を法律的に保護し、支援するための制度として平成 12 年 4 月より創設されております。 

 成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の 2 種類がございます。法定後見制度は

判断能力が十分でない方が利用する制度で、利用者本人の能力に応じて後見、保佐、補助の

3 つの類型があり、それぞれ後見人、保佐人、補助人として判断能力が不十分な方の権利を

守るために本人に代わって法律行為をしたり取消ししたりする権限が与えられております。

利用するためには家庭裁判所に申立てを行い、最も適任だと思われる方を家庭裁判所が選

任します。申立ては本人や配偶者、4 親等以内の親族となっており、仮に申し立てる人がい

ない場合、市長が申立てをできるようになっております。 

 次に、任意後見制度についてでございますが、この制度は将来、精神上の障害により判断

能力が低下した場合に備え、誰にどのような支援をしてもらうかを本人があらかじめ契約

により決めておく制度となっております。今後、認知症高齢者をはじめ、知的障害者等、障

害のある方などの増加が見込まれることから、成年後見制度の地域社会における必要性は

一層高まるものと考えており、本市といたしましても成年後見制度についてのさらなる周



知を行い、今年度から法人後見事業に取り組んでいる本市社会福祉協議会等と連携を図り、

成年後見制度の利用促進に取り組んでまいりたいと考えております。 

 なお、残余につきましては担当より答弁させていただきます。 

○議長（松尾文昭君） 東健康福祉部長。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（東裕実君） 私のほうからは成年後見制度の利用状況の他、

2 項目についてお答えさせていただきます。 

 まず、本市における成年後見制度の利用状況につきましては、本年 8 月 24 日現在で本市

が把握している件数は 48 件となっております。 

 次に、成年後見人の成り手の確保でございますけれども、現在、後見人の多くが弁護士や

司法書士などの専門職となっております。今後、認知症高齢者や独り暮らし高齢者の増加に

伴い、成年後見制度の需要の増大が予想されることから、後見人の確保については必要であ

ると考えております。 

 本市におきましても、今年度から本市社会福祉協議会が法人後見事業を開始していると

ころでございますが、今後、専門職のみではなく、市民後見人の養成についても社会福祉協

議会と連携し進めてまいりたいと考えております。 

 次に、成年後見人等による不正行為への対策についてでございますが、成年後見人は収入

や支出の記録を行い、家庭裁判所に報告書、財産目録、通帳のコピーなどを提出するように

なっておりまして、家庭裁判所で不正等がないよう監督をされているところでございます。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） これは申し上げておりますが、先程市長も申された高齢者だけで

はなく、障害をお持ちの方たちも必要な制度でございます。これは私が平成 25 年 3 月議会

で質問をした時、市民の方には周知が必要で認知されておりませんでしたと私は思ってお

りますが、その当時の福祉部長の答弁では「成年後見制度利用支援事業ということを実施し

ておりますけれども、十分に市民に周知を行っていなかったということでございます。今後

の取組ということで市としましては広報紙やホームページ、身体障害者福祉協会や手をつ

なぐ育成会、それから特別支援学校保護者の会合の折に説明の制度を周知して努めてまい

りたい」という答弁があっております。この答弁からもう 7 年ほど経過しておりますので、

その現状をお尋ねいたします。 

○議長（松尾文昭君） 東健康福祉部長。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（東裕実君） 成年後見制度の周知への取組についてでござ

いますけれども、高齢者の総合相談窓口となっております雲仙市地域包括支援センターに

おきまして高齢者福祉等に関する情報を分かりやすくまとめました「花ぼうろ」という冊子

を作成しております。成年後見制度利用促進事業につきましてもそちらのほうに紹介をし

ているところでございます。 

 また、雲仙市地域包括支援センター地域連携推進会議におきましても議題として取り上

げまして、民生委員児童委員や認知症の人と家族の会の代表の方へ周知を行うとともにそ



の場で意見交換等を行っております。 

 また、知的障害者団体の手をつなぐ育成会総会時に制度の内容について周知を行ってお

ります。 

 また、本年 3 月に開催されました雲仙市社会福祉大会におきまして成年後見制度に関す

る講演が行われております。 

 今後も引き続きこのような機会を通じて周知に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 部長、ちょっとお尋ねです。先程、今年度から社会福祉協議会が

そういう何か担うというような答弁をされましたけれども、社会福祉協議会に今年度から

そういうお願いをされたという経緯は何かあるのですか。 

○議長（松尾文昭君） 東健康福祉部長。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（東裕実君） 今年度から社会福祉協議会が法人後見事業と

いうものを開始しておるところでございます。今後そこと連携をしてどういった周知がで

きるのかというのは、今からまた協議をしていくように予定をしております。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 次に、雲仙市成年後見制度利用支援事業実施要綱というのを私は

ホームページから出してみたのですが、この中の第 2 条の支援の種類があります。私に成

年後見制度の相談があったという話をしましたけれども、相談された方の知り合いの人が

認知症の方の今後が心配と、訪問ヘルパーさんに相談したら弁護士さんを紹介され連れて

来られましたと、申請の手続が 10 万円ほどかかりますと言われ、何も分からなく支払いま

したと、もし私が──私がというのは相談者の方です、がお願いするとなるとそこまでお金

を持たないと心配されての私への相談だったのです。成年後見制度は知っておりましたが、

手続にそんなにお金が必要でその後もお金の支払いが発生していく、この要綱では雲仙市

の支援を受けられるようになっているのですが、市民の皆様にちょっと分かりやすく説明

いただけませんでしょうか。 

○議長（松尾文昭君） 東健康福祉部長。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（東裕実君） 今御紹介いただきました雲仙市成年後見制度

利用支援事業の制度概要についてでございますけれども、この事業は判断能力が不十分な

認知症高齢者や知的障害者の方及び精神障害者の方に対し成年後見制度の利用支援を行う

事業でございます。 

 具体的には市長による申立てや後見人等への報酬の助成となります。まず、申立てについ

てでございますけれども、申立てをすることができる方は本人、配偶者、4 親等以内の親族

となっております。基本的には本人や親族が申立てを行うこととされております。 

 しかしながら、認知症などで本人が申立てを行うことができず、申立てを行う親族もいな

い場合などは市長による申立てを行う制度でございます。 

 次に、後見人等への報酬につきましては、本人の財産の中から支払うことが原則でござい



ますけれども、後見人が弁護士や司法書士等の親族以外の場合で生活保護受給者または市

民税が非課税の方で助成を受けなければ成年後見制度を利用することが困難な方につきま

しては、本事業により報酬の助成を行うものでございます。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 先程、ヘルパーさんが弁護士さんを連れて来られたという話をし

ましたけれども、弁護士さんたちはそれが仕事でしょうから、例えば社会福祉協議会さんと

か雲仙市がそういう代役といいますか代わりをするとなると、申請をするとなるとそうい

う金額がもっと安くなるのではないかなと私は思っているのですが、いかがですか。 

○議長（松尾文昭君） 東健康福祉部長。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（東裕実君） 申立ての際は申立ての手数料と各保険等級の

手数料、それから送達、送付、鑑定とか医師の診断書の作成費用が発生することとなってお

ります。基本的には費用を申立人が用意することになりますけれども、一般的に鑑定がない

場合は 1 万 5 千円程度で、鑑定がある場合は約 6 万 5 千円程度という費用がかかっておる

ようでございますけれども、先程申しましたようにこの費用を払うことが厳しいという方

につきましては、市が負担をするというふうな制度でございます。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） ちょっと今聞き逃したのが、関係がある方とか 1 万 5 千円とか 6

万円とか出てきたのですけれども、そこら辺の関係性がちょっとよく理解できなかったの

で説明してもらってよかですか。 

○議長（松尾文昭君） 東健康福祉部長。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（東裕実君） 鑑定費用についてでございますけれども、裁

判所がこの後見人を選定する際にいろいろ診断書とかで判断をされるということでござい

ますけれども、そちらのほうで自分で判断ができないという場合につきましては、裁判所が

鑑定が別に必要という場合については……（「鑑定ね」と言う者あり）鑑定です。鑑定が必

要と判断した場合については、この鑑定費用が別に生じるということでございます。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 関係じゃなくて鑑定ですね。 

○議長（松尾文昭君） 東健康福祉部長。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（東裕実君） すみません、関係じゃなくて鑑定でございま

す。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 分かりました。 

 成年後見制度について、次に不正行為の対策についてお尋ねいたします。 

 施設の職員が不正に預貯金を引き出してきた事例がニュース等でありましたけれども、

そのような不正を防止するための成年後見制度だと考えております。しかし、誰でも簡単に

なれるものではないし、またできるものではないと思っております。そのように自分が認知



症になった時にどのようにすれば預貯金の管理ができるのでしょうかということが質問で

す。お尋ねします。 

○議長（松尾文昭君） 東健康福祉部長。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（東裕実君） 御本人が何らかの御事情がありまして預貯金

等の管理ができなくなったという場合の対応についてでございますけれども、その方の判

断能力の状態や支援の内容によりますけれども、法定後見制度の他に日常的な金銭の管理

につきましては社会福祉協議会が実施しております日常生活自立支援事業という事業での

対応もできるということになっておりますので、市や社会福祉協議会に御相談していただ

ければ適切な対応に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） そういう制度もあるということですよね。であれば、市民の方は

そういうどこへ相談すればいいのかと御存知ないように私は思っております。社会福祉協

議会とか福祉事務所、地域包括支援センターの職員さんによくそこら辺を勉強してもらい、

適切な解決策を提示できるようにお願いをいたします。 

 先程の事例のように即弁護士や司法書士さんにつなぐのではなく、この人にはこの方法

がいいのではないかという提案もやっぱり勉強しないとこういうことはできないと思いま

すので、そこら辺をしていただきたいと思っておりますが、答弁をお願いします。 

○議長（松尾文昭君） 東健康福祉部長。 

◎健康福祉部長兼福祉事務所長（東裕実君） 市民の方に適切な対応ができるような相談体

制についてでございますけれども、市や社会福祉協議会、それから地域包括支援センターな

ど関係機関が連携して相談の申立て、手続等の支援、それから成年後見制度の周知の活動を

行うとともに相談等に関わる職員一人一人が関係する事業等を研鑽し、知識を高めて情報

共有することによりまして、窓口をはじめ様々な場面において市民の実情に応じた適切な

対応ができるよう努めてまいりたいと考えております。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 今、福祉部長の答弁をもらいましたけれども、この件の最後に総

務部長にちょっとお尋ねいたします。 

 様々な案件が我々議員も相談を受けます。そこでお願いなのですが、先程の成年後見制度

のように難しい事例だと思っております。市民の皆様が市役所へ様々な相談に来られると

思います。何の相談も同じなのですが、窓口や電話対応をされる方は相談内容をよく理解し

て、一辺倒でそれは無理ですと返事するのではなく、この方は何を悩んで相談に来られてい

るのか熟知して、一度上司に相談するとか方法を取っていただきたいと私は思っておりま

す。 

 役所の仕事とは広範囲で難しいと思っております。しかし、市民の皆様は市役所へ行き解

決してほしいと出向かれます。そうすることが市民に寄り添う市役所業務だと思います。総

務部長にお尋ねいたします。 



○議長（松尾文昭君） 松橋総務部長。 

◎総務部長（松橋秀明君） 議員が申されますとおり市民の皆様は市役所に様々な相談に来

られます。これまでも市民の皆様からの相談内容をよく理解し、適切な対応を心がけるよう

研修等を通じて職員には周知しているところでございますが、引き続き職員には市民皆様

の立場に立って一人一人が丁寧な対応を心がけるよう指導していきたいと考えております。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 答弁はそういうことだろうと思うのですが、よろしくお願いいた

します。 

 次の国見体育館、瑞穂体育館の今後の在り方について質問をいたします。 

 私が気になったのが、以前の呼び方ですが、国見にある国見勤労者体育館、現在の国見体

育館です。遠くから見ると屋根の色が薄くなっており、老朽化も激しいように思います。瑞

穂町にも農業者健康管理施設と瑞穂体育館、瑞穂中学校体育館があります。この施設も老朽

化が激しいと伺っております。 

 この雲仙市公共施設等総合管理計画の中にそういう施設の統廃合とか複合化とかそうい

うことが書いてあるのですが、「公共施設等は統廃合、複合化や廃止によって施設保有量を

削減することは雲仙市の将来を見据えた上で必須となります」というように書いてありま

す。 

 もう一度、その削減のことなのですが、公共施設の適正化規模の観点ということで、本市

における現在の人口 4 万 4 千人、この時は平成 29 年度だったと思うのです、4 万 4,115 人

に対し、計画目標年次である平成 48 年、2036 年では推計人口は 3 万 3,749 人となり、約

24％減少しています。一般的に人口と公共施設の延べ床面積は相関性が高いとされること

から、約 24％の削減が必要と考えられますということを計画してあります。 

 そこで、私が先程申したこの 2 つの国見町と瑞穂町のことですが、この体育館機能を持

つ 2 つの施設の今後はどのように考えてあるのかお尋ねいたします。 

○議長（松尾文昭君） 冨永教育次長。 

◎教育次長（冨永修一君） 先程、議員から御指摘がございました雲仙市公共施設等総合管

理計画では公共施設を 25％削減する方向で今整備をなされておりまして、令和 2 年度にお

きまして個別施設計画の整備を予定しているところでございます。教育委員会部局におき

ましては多くの施設を抱えておりますが、学校体育館の効果的な活用を含め、幅広く関係部

局の連携を図りながら国見体育館、瑞穂体育館等の既設の体育施設のよりよい方向につい

て見定めていかなければならないというふうに考えております。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） よりよい方向性ということはまだ決まっていないということです

か。 

○議長（松尾文昭君） 冨永教育次長。 

◎教育次長（冨永修一君） 先程申し上げました目標が定められておりますが、教育委員会



といたしましては市施設全体を俯瞰的に捉えまして社会体育施設でございます市の体育館、

それから学校施設としての体育館、これを統合させるといった複合的な視点から長期的な

視野に立って在り方を考えていく必要があるかと思っております。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） そこで、私の提案なのですが、国見体育館には隣には国見中学校

の体育館があります。同じく体育館機能を有する施設です。これは瑞穂町も同じです。人口

減少もあり、児童生徒も少なくなってきております。同じ機能を持つ体育館であれば市民と

生徒が総合的に使えるように建て替えを考えたらいかがでしょうかという私の提案です。

吾妻体育館とは申しませんが、観覧席もあり講堂機能も必要ですし、複合施設としての活用

できる施設をと私は訴えたいと思っておりますが、お考えをお尋ねいたします。 

○議長（松尾文昭君） 冨永教育次長。 

◎教育次長（冨永修一君） 先程から御指摘の国見体育館、それから瑞穂体育館につきまし

ては、一定程度老朽化が進んでおりまして、先程、議員が御提案の学校の施設の体育館との

統合につきましては今年度の策定を予定しております個別計画の中で盛り込んでいければ

なというふうに考えております。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） ぜひ前向きにお願いいたします。北目のほうはあまりそういう体

育館の機能が、複合施設になる施設がないものですからよろしくお願いいたします。 

 この雲仙市公共施設等総合管理計画の中に削減目標として、先程、私が言いました雲仙市

が保有する施設の延べ床面積 25％削減を計画期間 20 年における総合的な目標で目指しま

すとあります。 

 先程の質問はそのことにつながっていると考えておりますが、その推進をぜひお願いし

たいということと、そこでこの施設類ごとの方針の中に 3 の小中学校等の体育館、学校教

育系施設ということで同じですけど、その下の 4、その他教育施設ということがあります。

この中に施設の建て替えを検討する場合は民間活力の活用、ＰＰＰとＰＦＩとを検討する

と、同じくその他教育施設のことも学校施設の規模、配置として連動して学校施設の見直し

に対応する民間活力の活用ＰＰＰとＰＦＩを検討すると書いてあります。このＰＰＰとＰ

ＦＩは、私は以前質問したことがあるのです。愛の夢未来センターの建て替えの時に私はこ

のＰＰＰやＰＦＩを出しております。しかし、民間の活力を活用すべきだとの質問です。し

かし、利用はされませんでした。この教育施設の民間活力、ＰＰＰとＰＦＩの活用はどのよ

うなことを考えてあるのかなとお尋ねいたします。 

○議長（松尾文昭君） 松橋総務部長。 

◎総務部長（松橋秀明君） 国見体育館とか瑞穂体育館のほうの考え方でよろしいでしょう

か。体育館におけるＰＰＰ、ＰＦＩの活用については大規模な体育館や体育館を含めた複合

施設における活用事例はあるのですが、国見体育館や瑞穂体育館のような比較的小規模な

体育館施設の活用事例は把握できておりません。また、このような施設でＰＰＰ、ＰＦＩを



活用することとなった場合は行政では出せないアイデア等と広く募集し、民間事業者との

対話から様々な可能性を模索していきたいと考えております。なお、国見体育館や瑞穂体育

館が検討の結果、建て替えとなった場合には周辺の公共施設との統廃合、複合化などＰＰＰ、

ＰＦＩの活用も含め効率的な建て替えとなるよう進めてまいりたいと考えております。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 愛の夢未来センターの時に私がその質問をしたのは、あれを建て

替える時には、例えば島鉄さんが入れるような、それとか銀行さんのＡＴＭをあそこに持っ

てくれば、それなりの家賃収入が入るじゃないか、であればそういう管理とか雲仙市の一般

財源を持ち込まなくてそういう民間の家賃とかそういうので活用できるじゃないかという

意味でさせていただいたのですが、今回のような体育館でそのＰＰＰ、ＰＦＩの民間活力と

いうのはちょっと私は考えられなかったのです。例えばでいいのですけども、そういうＰＦ

Ｉの民間活力というのを利用するという考え方はどういうふうな利用の考え方があるのか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（松尾文昭君） 松橋総務部長。 

◎総務部長（松橋秀明君） 先程、民間事業者との対話との様々な可能性を模索ということ

で申し上げましたけど、まずはそのアイデア等の募集をすることになるかと思います。それ

に関してはＰＰＰ、ＰＦＩ事業の第一段階で行う市場調査、マーケットサウンディングを行

うことで民間の関心度を併せて、民間目線からのアイデアを募集すると、募集の方法は市の

ホームページや広報紙と長崎県や九州、ＰＰＰセンター等と連携し、民間事業者の目につき

やすいように広く広報を行うことかなと考えております。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） じゃあ、私の感じることはその民間の方たちのアイデアをその体

育館施設にどういうふうに反映できるかということを広く募集をかけたいということと判

断します。それでいいですか。 

○議長（松尾文昭君） 松橋総務部長。 

◎総務部長（松橋秀明君） ＰＰＰ、ＰＦＩの事業をするに当たっては、まずサウンディン

グ調査をすることが必要不可欠と考えております。必要だと考えております。（「サウンド…

…」と言う者あり）市場調査といいましてマーケットサウンディング、それをすることが必

要かと考えております。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） ありがとうございました。 

 次に、スポーツツーリズムに移ります。 

 昨年の夏に私どもの会派で勉強会に参加して、昨年の 9 月議会に大山議員、今年 3 月議

会に藤本議員がこのスポーツツーリズムについて質問をしております。私どもの共通意見

として、スポーツツーリズムを通じて雲仙市の活力につなげたい、様々なスポーツを誘致し

て雲仙市に来て、泊まって、おいしい食事で思い出を作ってもらい、リピーターとして再度



訪問してもらいたいと思っております。 

 まず、スポーツツーリズムに対する雲仙市の考え方をお尋ねいたします。 

○議長（松尾文昭君） 冨永教育次長。 

◎教育次長（冨永修一君） スポーツツーリズムについての考え方でございますが、本市に

おけますスポーツツーリズムに関する進捗でございます。新型コロナウイルス関係で少し

各種関係者との接触が難しいということもございますが、国内外からのスポーツ大会、それ

からスポーツ合宿を積極的に誘致されております長崎県スポーツコミッション、各種競技

団体などに新小浜体育館をはじめ市内の各スポーツ施設の視察や合宿等の誘致について協

力の依頼を今求めているところでございます。 

 また、新型コロナウイルス下におきましてスポーツイベントが様々な制限を受けており

ますが、各競技団体の皆様などに御協力を得ながら合宿や大会の誘致を積極的に行ってま

いりたいというふうに考えております。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 私は進捗状況じゃなくて考え方、この雲仙市がこのスポーツツー

リズムに対してどう雲仙市を引っ張って行こうと考えているのか、考え方です。 

○議長（松尾文昭君） 谷川観光商工部長。 

◎観光商工部長（谷川裕行君） スポーツツーリズムにつきましては教育委員会、観光物産

課との連携があるものですから私のほうから観光の面からちょっと説明させていただきま

す。 

 市内にはスポーツ施設とともに山や海、温泉などの観光資源がございます。これらの資源

を活用したスポーツツーリズムは観光振興にも寄与するということを考えておるところで

ございまして、連携を図りながら取り組んでいきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 取り組んでいくのは当たり前だと思うのですが、やっぱり今スポ

ーツというのが、我々が勉強してきまして大事な視点だと我々は思ったものですから 3 人

の議員が質問をするわけです。だから、そのスポーツツーリズムでやっぱり雲仙市に来ても

らいたい。もちろん今はコロナ禍であり、そういう話をされた進捗状況というのはあまりな

いのでしょうけども、やっぱりそれが頭にあって、ぜひそういういろんな形を進めていって

もらいたいというのが我々の考えなのです。 

 昨年の大山議員の質問の最後の答弁で教育長がこのように言われています。教育長とい

うのは前の次長の時に答弁をされております。「1 年が過ぎておりますが、現在の検討され

た結果が出たのかお尋ねいたします」、ここには大山議員に対する答弁です。「雲仙市にはた

くさんの既存の施設もございますし、今申された宿泊施設また併せて観光資源等もありま

すので、今後はこういった資源を使ってどのようなスポーツツーリズムを行っていけるの

かということをやっぱり研究をしていかないといけない」という答弁をされております。 



 今年は先程も言ったコロナ禍であり、人の行き来は難しくなっているとは承知しており

ます。現時点、雲仙市の経済は疲弊しております。そのことを打開する方法として早くスポ

ーツツーリズムの検討に入り、結果を出してほしいと思っております。目に見える検討事項

があるのかお尋ねいたします。 

○議長（松尾文昭君） 下田教育長。 

◎教育長（下田和章君） 昨年の 9 月議会で大山議員からの御質問に対しまして、教育委員

会といたしましては、現在建設中の小浜体育館を含めて吾妻体育館と既存の施設を有効に

生かしながら九州大会であるとか、または中学生の大会とかその誘致の可能性を探ってい

きたいという旨を答弁させていただいたと思っております。現在、先程、次長が申し上げた

とおり、このコロナ禍の中、なかなか関係団体や各競技者とのコンタクトが取れない中で目

に見えた成果ということまでは言うことはできませんが、何とか地元に経済効果として還

元できるスポーツツーリズムの推進を進めるということを申し上げておりましたので、ま

ずスポーツ振興課が考えているのが平日の団塊の世代といわれる方々、そういう方々のス

ポーツ大会の誘致活動ができないかということ、また令和 6 年度にインターハイの北部九

州大会が福岡、大分、佐賀県、そしてここ長崎県において開催が予定されるという連絡がご

ざいましたので、何とか 1 つでも協議がこの雲仙市で開催できないかというようなことを

お願いしているところでございます。 

 また、その他繰り返しになりますが、新小浜体育館だけじゃなくて既存の吾妻体育館も使

ったいろんな大会の誘致、また大会だけじゃなくてレクリエーション等でも構わないと思

います。そういう誘致ができないかというのを今後も関係機関と協議を積極的に進めてい

くという心積もりでおるところでございます。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 今おっしゃったとおり土日等は子どもたちの大会等があると思い

ますが、平日、今おっしゃったグラウンドゴルフとかゲートボールとかの方の人口が多いよ

うです。その方も何か呼び込むようなそういうことを考えていただきたいと思っておりま

す。それも今からの質問にあるのですけれども、競技大会誘致に関する支援です。これも会

派 2 人の質問にもありました雲仙市コンベンション開催助成事業やスポーツコミッション

活動支援など紹介を 2 人がしております。そのスポーツによる地域活性化です。具体的な

支援は以前説明しておりますので省きますが、誘致の営業といいますか、誘致活動はどの部

署がされておるのか、具体的にお尋ねいたします。さっきも観光なのかスポーツなのかがよ

く見えないところがあるものですから、よろしくお願いいたします。 

○議長（松尾文昭君） 冨永教育次長。 

◎教育次長（冨永修一君） スポーツ大会の誘致につきましては主に教育委員会が主導して

観光物産課と連携しながら行っております。 

 また、その大会等の支援につきましては観光部局のほうで支援をするという形を取って

おります。 



 今現在、教育委員会で取り組んでいるものを若干御紹介をいたしますと、先程教育長が申

し上げました団塊の世代の平日の大会の誘致であるとか、それから令和 6 年のインターハ

イ北部九州大会の誘致、それから毎年開催をされる長崎県高総体の種目の誘致、それから例

えば県内で強豪高等学校の監督等のアポを取りまして、その関連する実業団、それからまた

大学等、そういったチームの合宿誘致等について今現在長崎県スポーツコミッション、それ

から長崎県体育保健課との協議を進めているところでございます。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 先程、教育長も新小浜体育館のことに触れられました。私どもも

先程言った大山、藤本議員も小浜体育館のこけら落としではないですけども、大会誘致をと

訴えております。この動きをちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（松尾文昭君） 冨永教育次長。 

◎教育次長（冨永修一君） 新小浜体育館のこけら落としといいますか、オープニングイベ

ントをということでございますが、今現在、教育委員会でも複数の案を検討いたしておりま

すが、なかなかコロナ感染症拡大のために積極的に動けない状況でございます。例えば、雲

仙出身の有名選手、それから全国大会、全国レベルの団体等の活用を検討するなどをいたし

ております。なかなかこういった中で早めにそのイベントを決めていきたいというふうに

考えております。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 先程も申しました雲仙市も今疲弊しております。だから、本当に

こういう 1 つのイベント的なものが大事かなと思いますので、ぜひ雲仙市にそういう関係

の方たちがお越しになって泊まっていただくというようなことを考えていただきたいと思

います。 

 先程スポーツツーリズムのことも同じなのですが、スポーツ振興課に営業マンを置きま

せんか。大会誘致の支援を決めて、例えば雲仙市でマラソンとかサッカーとか卓球とかバド

ミントン、自転車競技、今は有名なバスケット選手もおります、などの大会をもらえばこの

ような特典がありますと、雲仙市に来てもらえばありますと、ぜひ雲仙市で大会を開いてい

ただけませんかと回る人材を置くと、分かりやすく営業マンと表現しましたが、それだけで

は専念するのは無理かもしれませんが、そういうことの部署がやっぱり必要じゃないかな

と思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（松尾文昭君） 冨永教育次長。 

◎教育次長（冨永修一君） スポーツツーリズムの営業マンということでございますが、誘

致を行うにあたりまして相手方との交渉でスポーツやスポーツ施設に対する知識に併せて

宿泊施設、それから助成金などの知識も必要になるというふうに考えております。専門的な

職員が必要であるという御意見も理解するところでございますが、まずは市の職員が先程

申しました必要なノウハウを得るために長崎県スポーツコミッション等々が行う誘致活動

に同行をいたしましてそのノウハウを得て、その後、市が行う誘致活動につなげていきたい



というふうに考えております。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 了解しました。 

 これもまた提案なのですが、雲仙市には 2 つのゴルフ場があります。昨年度のゴルフ税

収入は約 850 万円決算書で雲仙市に交付されているようです。そこで、ゴルフをされる方

も多いようなので、雲仙市市長杯のようなことを考え、雲仙、愛野に誘致をされたらいかが

でしょうか。名称は何でもよかと思うのですが、市長杯だとちょっと厳しいかもしれません

が、そういう何か大会誘致をされる気持ちはないかとお尋ねいたします。どちらか分かりま

せんけど。 

○議長（松尾文昭君） 冨永教育次長。 

◎教育次長（冨永修一君） ゴルフ愛好者にとりまして、今現在、我が国初のパブリックコ

ースであります雲仙ゴルフ場、それから愛野カントリークラブ、2 つのゴルフ場がございま

す。また併せて雲仙温泉、小浜温泉の観光地が近いということもございまして、市外、県外

にとりまして魅力的なゴルフ場であるというふうに私たちは考えておりますが、市で誘致

をする予定は今現在のところ持ち合わせておりません。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） じゃあ、観光の谷川部長にお尋ねいたします。難しいかもしれん

けども、そういう例えばイベント的なものを応援しますというようなことをすれば、ゴルフ

の人口が増えるのではないかというのを私は基本持っていますので、スポーツ振興課は難

しいかもしれませんが、観光としてはいかがでしょうか。 

○議長（松尾文昭君） 谷川観光商工部長。 

◎観光商工部長（谷川裕行君） 先程、支援事業としましてコンベンション開催事業がござ

います。この紹介したいと思うわけでございますが、今、ゴルフ場の関係につきまして多様

な種目によってそういう誘客の可能性は考えられるところでございます。ゴルフについて

も市内に 2 か所のゴルフ場があることから関係者との話し合いの場を設けながらどのよう

な取組ができるか研究をさせていただきたいと思います。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） ぜひ、前向きな研究をお願いいたします。 

 次に移ります。 

 南島原市自転車ロード完成後の雲仙市の関わりについて質問をいたします。 

 島原鉄道跡地を利用して自転車ロードを整備して天草自転車ロードと連携して自転車人

口を呼び込もうとされております。これが天草市が作った自転車ロードのマップなのです

が、こういう自転車ロードというのができています。これはそのフェリーを通じていろんな

形でそういう人口、自転車する方へのアピールなのですけれども、もちろんレースをするよ

うなことではなく、南島原市の市民の皆さんが活用できるような自転車ロード整備だろう

と思っております。県も島原半島サイクルツーリズムとして進もうと計画をされているよ



うです。そうなった場合、雲仙市としても自転車で雲仙市に来ていただき、泊まって食して

もらうという方法を考えないといけないのではないかと質問いたします。 

 南島原市のことだと傍観するのではなく、積極的な活用を考えないといけないと思って

質問いたします。お願いいたします。 

○議長（松尾文昭君） 谷川観光商工部長。 

◎観光商工部長（谷川裕行君） 南島原市におきましては、島原鉄道の廃線跡を活用したサ

イクリングロードの整備が計画されているとお聞きしているところでございます。 

 今般、自転車を気軽に楽しむ人は増加し、自転車で地域を巡り、廃線の魅力を楽しむこと

ができることから、全国各地で自転車を活用した観光地域づくりが進められているところ

でございます。 

 長崎県でも令和 2 年の 8 月 20 日に長崎県サイクルツーリズム協議会が設立されました。

それと島原半島地域サイクリングルートの整備検討が始まったところでございます。 

 先程申されるように南島原市とも連携を図りながら自転車愛好家の方々を受け入れ、在

り方を研究し、交流人口の拡大と観光振興に取り組んでいきたいと考えているところでご

ざいます。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） そういう大会誘致も大事なのでしょうけども、私はたまに自転車

で国道を走っておられるのを見ます。その方たちの自転車を止めるスタンドがないようで

す。子どもたちの自転車やママチャリといわれる自転車には止めるスタンドがあるのです

が、そのロードバイクといわれる自転車はコンビニとか観光地に止めようとしても止めら

れない。まずは、自転車が止まれるようなスタンドから整備したらいかがでしょうかという

私は考えです。そうしたら、島原半島に行ったら自転車乗りのために考えてくれていると口

利きで広がっていき、観光客も増えるのではないのでしょうかというお尋ねです。 

○議長（松尾文昭君） 谷川観光商工部長。 

◎観光商工部長（谷川裕行君） 先程申しましたけれども、長崎県のサイクルツーリズムの

協議会の中で島原半島地域部会が設置をされたところでございますが、議員からの御提案

も含めながら関係機関及び関係者とどのような支援や整備が必要か協議してまいりたいと

思っているところでございます。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 関係機関と今言われますけども、雲仙市の観光地には決断できる

のではないですか。 

○議長（松尾文昭君） 谷川観光商工部長。 

◎観光商工部長（谷川裕行君） 先程申されましたコンビニ、飲食店等のスタンドの関係者、

もしくは県等を含めながらその辺のところと協議をする必要があるのではないかというふ

うに考えております。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 



◆10 番（平野利和君） 観光地、例えば雲仙温泉街とかそういうとこでは、例えば観光地

には雲仙市の敷地があるじゃないですか。そこには雲仙市が作ることができるのではない

ですかというの。 

○議長（松尾文昭君） 谷川観光商工部長。 

◎観光商工部長（谷川裕行君） 観光地につきましても環境整備等もございますので、やは

り周辺もしくは観光関係の方と一旦協議をさせていただきたいというふうに考えているも

のでございます。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 了解しました。 

 次に、ヒルクライムに対する考え方のお尋ねをいたします。 

 自転車競技として以前ヒルクライム競技が行われました。様々な問題があり、市議会でも

議論されました。自転車大会を誘致しての今後のヒルクライムについての考え方をお尋ね

いたします。 

○議長（松尾文昭君） 冨永教育次長。 

◎教育次長（冨永修一君） ヒルクライムについての市の考え方でございますが、自転車の

愛好家にとりましては、島原半島は海が見えるコース、または山を登るコース等、風光明媚

な魅力的なコースであるというふうに考えております。今後は、そういった地形的な条件を

生かして取組が期待されるところでございますが、民間で自転車競技の運営を担うような

受け皿等々が今現在ないところから、今のところ開催については考えておりません。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） これが最後です。私が要望したいのは、南島原市に自転車ロード

が整備される方向性だと私は思っております。島原半島を全国に売り出す絶好のチャンス

であり、スポーツツーリズムのところで話をしましたが、自転車競技は関係人口が各段に関

わる人が多いようです。天草市もその自転車ロードが整備されておりますが、そことの連携

ができれば多くの人が雲仙市に来てもらうことができると考えます。参加料を 9 千円から 6

千円と払って参加するそうです。昨年、県内では大村市のＺＥＫＫＥＩライド、これが 1 千

名、長崎市の伊王島ツール・ド・ちゃんぽんというのが名称みたいですけども 1,600 名、四

国のしまなみ海道など全国から 3,500 名とこの地に集まられるそうです。そのような全国

の自転車の大会を勉強され、雲仙市の活性化につなげてほしいと思っております。 

 長崎県インターハイ、これは何年前かありましたけども、広域農道が自転車コースになっ

たとの経緯があるそうですが、その考え方をお尋ねいたします。 

○議長（松尾文昭君） 谷川観光商工部長。 

◎観光商工部長（谷川裕行君） 今、天草・島原半島と連携したという意味でお話をさせて

いただきますけれども、島原半島は美しい海岸線と雲仙普賢岳を眺めながらのサイクリン

グに恵まれた環境を有していると思っております。地域周辺の件、天草との連携がどのよう

に交流人口の拡大と観光振興につながっていくか、調査研究を行っていきたいと考えてお



ります。 

○議長（松尾文昭君） 平野利和議員。 

◆10 番（平野利和君） 最後と言いましたが、調査研究もよかですけども、何か意気込み

は聞かれませんか。 

○議長（松尾文昭君） 谷川観光商工部長。 

◎観光商工部長（谷川裕行君） 申し訳ございません。一応、観光振興につながるように十

分検討しながら頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。（「終わりま

す」と言う者あり） 

○議長（松尾文昭君） これで、10 番、平野利和議員の質問を終わります。 


